
 

 

  

 

 
「犯罪のない安全で安心なまちづくり」啓発ポスターを募集 
します！ 

～あなたの絵で犯罪防止や防犯意識の向上を呼びかけてみませんか～ 

   
誰もが安全で安心して暮らせる地域社会を実現するため、地域の防犯力の向上や、犯罪

の未然防止を呼びかけるポスターを募集し、その優秀作品を広く紹介することにより、県

民の防犯意識の向上のための啓発を推進します。 

 

１ 応募作品のテーマ 

犯罪防止や防犯意識の向上を呼びかけるもの。 

※交通違反・事故、防災、いじめ問題はテーマから除きます。 

 

２ 応募資格 

島根県内に在住、在学または在勤されている方であれば、どなたでも応募できます。 

 

３ 応募区分 

（1）小学生の部 （2）中学生の部 （3）高校生及び一般の部 の３部門 

 

４ 応募のきまり 

（1）四つ切り画用紙（約 38cm×約 54cm）、又はＢ３（約 36cm×約 51cm）を使

用してください。 

（2）作品にスローガンやキャッチフレーズを書き入れてください。 

（3）応募点数は 1 人 3 点までとします。 

（4）作品裏面に応募票を貼ってください。 

（5）応募票は、募集チラシの裏面を切り取って使用してください（島根県ホームペー

ジからもダウンロードできます）。 

 

５ 応募締め切り 

  令和７年９月５日（金）（当日消印有効） 

 

島根県環境生活部環境生活総務課 
消費とくらしの安全室   

担当者名 青砥 
TEL：0852-22-6216             

Email  shohishitsu@pref.shimane.lg.jp 

プレスリリース 令和７年６月 13 日（金） 

mailto:shohishitsu@pref.shimane.lg.jp


６ 応募先 

  下記のいずれかの応募先に郵送又は持参してください。 

（1）690-0887 

松江市殿町８番地３ 島根県市町村振興センター５階 

島根県環境生活総務課 消費とくらしの安全室 

（2）最寄りの警察署の生活安全課（係） 

（3）最寄りの山陰中央新報社の本社・総局・支局・通信部と販売所 

 

７ 作品審査及び発表 

（1）主催者が依頼する審査員による審査のうえ、３部門で最優秀賞（県知事賞）１点、

山陰中央新報社長賞１点、優秀賞などを選定します。 

（2）入賞者には賞状と副賞を贈ります。また、応募された方全員に参加賞を贈ります。 

（3）結果は、令和７年 10 月（予定）に入賞者へ通知するほか、県のホームページや

山陰中央新報の紙上、ホームページなどで発表します。 

（4）最優秀賞などを受賞された方は、令和７年度島根県犯罪のない安全で安心なまち

づくり旬間中（10 月予定）に表彰式をします。後日、入賞作品の展示をします。 

 

８ 主催 

山陰中央新報社、島根県警察、島根県教育委員会、島根県 

 

９ その他 

  詳しくは、島根県ホームページをご覧下さい。 

https://www.pref.shimane.lg.jp/bousai_info/bousai/bohan/anzenansin/ 

machi_dukuri/oshirase.html 

 

 

 

 

 【県 HP】 

（島根創生を進めるための新規・拡充施策（令和 7 年度版））        

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/zaisei/yosan/yosanr7/r7gaiyou.data/shinkikakujuR7.pdf 

（島根創生計画［第２期］） 

https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/shimanesousei/index.data/souseikeikaku2nd.pdf 

島根創生計画［第２期］ 

Ⅷ安全安心な暮らしを守る 

２安全な日常生活の確保 

(4)治安対策の推進(P.104) 

https://www.pref.shimane.lg.jp/bousai_info/bousai/bohan/anzenansin/
https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/zaisei/yosan/yosanr7/r7gaiyou.data/shinkikakujuR7.pdf
https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/keikaku/shimanesousei/index.data/souseikeikaku2nd.pdf





